
広 島 県 廿 日 市 市 長
（公印省略）

  １．口 座 番 号 01380-0-960090

  ２．加 入 者 の 名 称 廿日市市会計管理者

  ３．取 り ま と め 店 広島貯金事務センター

指 定 通 知 書

  あなたの本・支店または局を地方税法第321条
 の５第４項（同法第328条の５第３項において準
 用する場合を含む）の規定に基づいて、当市の市
 民税・県民税・森林環境税（特別徴収税額）取扱
 店に指定しましたから通知します。

年  月  日

様
ゆうちょ銀行        店長

               郵便局長

特別徴収された市民税・県民税・森林環境税を
最初にゆうちょ銀行または郵便局へ納入される
ときは、右の通知書にゆうちょ銀行または郵便
局名を記入のうえ、ゆうちょ銀行または郵便局
に提出してください。

市民税・県民税・森林環境税の特別徴収のお問い合わせは

〒738-8501広島県廿日市市下平良一丁目１１番１号
     廿日市市役所総務部課税課市民税係
     ＴＥＬ（0829）３０－９１１３（直通）   


